
「岩倉市子ども未来応援計画」変更内容一覧 

変更箇所 変更の内容 経緯・理由 
該当 

ページ 

第４章 ３ 教育・保育の量の見込みと確保

方策 

（１）幼児期の教育（認定こども園（教育）・

幼稚園）】 

令和８年度以降の確保目標

量（幼稚園）を変更する。 

令和７年度第１回会議にて、曽野幼稚園の定員を 310人から 100人に、令

和８年度以降の確保目標量（幼稚園）を、620人から 410人に変更したが、

近年増加している満３歳児の受入れの状況を加味し、曽野幼稚園の定員を

100 人から 120 人に、令和８年度以降の確保目標量（幼稚園）を 410 人か

ら 430人に変更する。 
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第４章 ４ 地域子ども・子育て支援事業の

量の見込と確保方策 

（２）一時預かり事業 

②一時預かり事業（幼稚園型を除く。） 

リフレッシュ保育の実施場

所を変更する。 

 

現在公立保育園（東部保育園）で実施しているリフレッシュ保育を、令和

８年６月から曽野幼稚園で実施するため、記載内容を変更する。 

なお、実施場所の変更に伴う対象児童、利用時間及び利用定員の変更は行

わない。 

（参考）対象年齢：満１歳以上の認定こども園・幼稚園・保育園に通って

いない未就学児 

利用時間：午前９時 30分から午後３時 30分まで 

利用定員：１日当たりおおむね６人  
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第４章 ４ 地域子ども・子育て支援事業の

量の見込と確保方策 

（３）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園

制度） 

 

乳児等通園支援事業（こども

誰でも通園制度）の実施場所

及び量の見込みと確保目標

量を変更する。 

 

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を、私立幼稚園２園と専

用施設１施設の合計３施設で実施することとなったため、その旨記載す

るもの。 

・令和８・９年度については、法の経過措置を適用して１月当たりの利用

時間を３時間とすることとしていたが、令和８・９年度も１月当たりの

利用時間を 10時間とすることとなったため、記載内容を変更するもの。 

・量の見込みについて、もともと利用率を 100％で見込んでいたが、リフ

レッシュ保育等の利用率を考慮して、利用率を乗じた数に変更するも

の。また、確保目標量について、実施する３事業所の利用定員数から算

出したものに変更するもの。 
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第４章 ４ 地域子ども・子育て支援事業の

量の見込と確保方策 

（６）放課後児童健全育成事業 

放課後児童健全育成事業の

利用定員を変更する。 

 

令和８年度から、岩倉南小学校と五条川小学校において、小学校の特別教

室を利用してそれぞれ１単位（１単位当たり定員 40 人）を増やすことと

なったため、利用定員を 500人から 580 人に増員するもの。 
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第４章 ４ 地域子ども・子育て支援事業の

量の見込と確保方策 

（18）産後ケア事業 

里帰り先での産後ケアに対

する補助についての記載を

追加する。 

 

令和７年度から、里帰り先の産科医療機関等で産後ケアの利用を希望した

場合に、滞在先の市町村と連携しサービスが受けられるよう支援するとと

もに、産後ケアに要した費用を助成する「産後ケア事業助成金」制度を始

めたことから、その旨記載するもの。 
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第４章 ４ 地域子ども・子育て支援事業の

量の見込と確保方策 

（19）実費徴収に係る補足給付事業 

令和８年度以降の量の見込

みと確保目標量を変更する。 

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園（以下「未移行園」と

いう。）２園のうち、曽野幼稚園について、令和８年度から新制度移行幼稚

園に移行することとなった。 

実費徴収に係る補足給付事業は未移行園を対象とした事業のため、令和８

年度以降の量の見込みと確保目標量から、曽野幼稚園分（15人）を除くも

の。 
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第４章 ７ 乳児等通園支援事業（こども誰

でも通園制度）に係る教育・保育等の一体的な

提供及び推進に関する体制の確保 新規追加 

乳児等通園支援事業（こども

誰でも通園制度）に係る教

育・保育等の一体的な提供及

び推進に関する体制の確保

に関する事項についての記

載を追加する。 

 

「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子

ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育

て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」が改正さ

れ、市町村子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項（必須記載事項）

に「乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制

に関する事項」が追加されたため、この事項に関して記載するもの。 

－ 


